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グリーン購入法基本方針における違法伐採対策の概要 

 

１.該当分野及び品目 

 

紙類        （フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、ジ

アゾ感光紙、印刷用紙） 

文具類        （文具類共通基準） 

機器類        （機器類共通基準） 

インテリア・寝装寝具（ベッドフレーム） 

公共工事       （製材、集成材・合板・単板積層材、パーティクルボード、繊維

板、木質系セメント板） 

 

２.基本方針の概要 

 

【判断の基準】 

  原料は合法性が証明されている木材。但し、間伐材など未利用資源については証明

不要。 

 

○記載例 

（物 品) 

バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源によ

り製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使用される場合にあっては、

原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に

照らして合法なものであること。 

(公共工事) 

合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙

未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外

の木質材料にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産され

た国における森林に関する法令に照らし合法な木材であること。 
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【配慮事項】 

原料は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたことが証明

されている木材。但し、間伐材など未利用資源については証明不要。 

 

○記載例 

(物 品) 

バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資

源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使用される場合

にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か

ら産出されたものであること。 

(公共工事) 

合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、

製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再

生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な

森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 

 

【備考】 

証明方法は林野庁作成「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため

のガイドライン」に準拠していること。 

平成 18 年４月１日より前に伐採業者が加工・流通業者と契約を締結してい

る木材は証明不要。 

 

○記載例 

 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が

営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木

材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年

２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

 ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を

締結している原木に係る合法性の確認については、４月１日の時点で原料・

製品等を保管している者が証明書に 4 月 1 日より前に契約を締結しているこ

とを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの

証明書は不要とする。 
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グリーン購入法基本方針(抜粋) 

                          平成 18 年２月 28日閣議決定 

( 違 法 伐 採 対 策 関 係 ) 
 

別 記 

 

２．紙 類 

(1) 品目及び判断の基準等 

【情報用紙】 

フォーム用紙 【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって

生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであ

ること。 

③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下である

こと。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営

が営まれている森林から産出されたものであること。 

インクジェットカ

ラープリンター用

塗工紙 

【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上であること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって

生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであ

ること。 

③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量

は12g/㎡とする。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営

が営まれている森林から産出されたものであること。 
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ジアゾ感光紙 【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上であること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって

生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであ

ること。 

③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の最大塗工量

は12g/㎡とする。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営

が営まれている森林から産出されたものであること。 

備考） 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出

に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための

ガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る

合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月 1 日より

前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの

証明は不要とする。 
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【印刷用紙】 

印刷用紙 

(カラー用紙を除

く) 

【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上であること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって

生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであ

ること。 

③塗工されていないものについては､白色度70%程度以下であること。 

④塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下である

こと。 

⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営

が営まれている森林から産出されたものであること。 

印刷用紙(カラー

用紙) 
【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上であること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって

生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであ

ること。 

③塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎡以下である

こと。 

④再生利用しにくい加工が施されていないこと。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の

再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営

が営まれている森林から産出されたものであること。 

備考） 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出

に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための

ガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る

合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月 1 日より

前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの

証明は不要とする。 
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３．文具類(共通部分のみ抜粋) 

(1) 品目及び判断の基準等 

文具類共通 【判断の基準】 

○金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。 

①プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチッ

ク重量の40%以上使用されていること。 

②木質の場合にあっては、間伐材、合板・製材工場から発生する端

材等の再生資源又は原料として使用される原木（間伐材、合板・

製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。）が、

その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照

らし合法な木材が使用されていること。 

③紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上である

こと。また、紙の原料にバージンパルプ（間伐材及び合板・製材

工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパ

ルプを除く。）が使用される場合にあっては、原料とされる原木は

その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照

らして合法なものであること。 

 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されていること。 

②金属を除く主要材料が木質の場合にあっては、原料として使用され

る原木（間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源で

ある木材は除く。）は持続可能な森林経営が営まれている森林から

産出されたものであること。 

③金属を除く主要材料が紙の場合でバージンパルプ（間伐材及び合

板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバー

ジンパルプを除く。）が原料として使用される場合にあっては、原

料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出

されたものであること。 

注） 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準

及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基

準（●印）を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当

該品目について定める判断の基準（●印）を適用する。また、適用箇所を

定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。 

備考） １  本項の判断の基準の対象とする「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。 

２  「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル（フラットファイル、パイプ式ファ

イル、とじこみ表紙、ファスナー（とじ具）、コンピュータ用キャップ式等）及び穴をあけ

ずにとじる各種ファイル（フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファ

イル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Ｚ式ファイル、クリップファイル、
用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等）等をいう。 

３  「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。 

４  「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケ

ット及び仕切紙をいう。 

５  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく

は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
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再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。 

６ 「地球温暖化係数」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11年政令第 143

号）第 4条に定められた係数とする。 

７ 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使

用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木

質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないもの

とする。 

８ 市場において文具類に係る判断の基準を満たす製品が増加していることにかんがみ、ま

た、更なる環境負荷低減を図るため、プラスチックを主材料とする品目のうち製品の全体

重量に占めるプラスチック重量の割合が高い品目及び紙を主材料とする品目の判断の基準

については、次年度に検討の上、可能な品目から見直しを行うこととする。 

９ 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森

林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン(平成 18 年２月 15 日)に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に

係る合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月

1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材

であることの証明は不要とする。 
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４．機器類 
(1) 品目及び判断の基準等 

いす 

 

机 

 

棚 

 

収納用什器（棚

以外） 

 

ロ－パ－ティシ

ョン 

 

コートハンガー 

 

傘立て 

 

掲示板 

 

黒板 

 

ホワイトボード 

【判断の基準】 

○金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。 

①プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重

量の10%以上使用されていること。 

②木質の場合にあっては、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等

の再生資源であること、又は原料として使用される原木（間伐材、合

板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。）で

あって、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令

に照らし合法な木材が使用されていること。また、材料からのホルム

アルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のものであ

ること。 

③紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であるこ

と。また、紙の原料にバージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場か

ら発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除

く。）が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に

当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な

ものであること。 

 

【配慮事項】 

①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされ

ている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利

用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分について

は、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下

「資源有効利用促進法」という。）の判断の基準を踏まえ、製品の長寿

命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ

ていること。 

②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであるこ

と。 

③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時

の負荷低減に配慮されていること。また、包装材の回収及び再使用又は

再生利用システムがあること。 

④金属を除く主要材料が木質の場合にあっては、原料として使用される原

木（間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材

は除く。）は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも

のであること。 

⑤金属を除く主要材料が紙の場合でバージンパルプ（間伐材及び合板・製

材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパル

プを除く。）が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原

木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ

ること。 

備考） １ 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボー

ドをいう。 

２ 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは

一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生

利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。 
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３ 放散速度が 0.02mg/㎡ h以下と同等のものとは、次によるものとする。 

ア． 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量

の基準が規定されている木質材料については、Ｆ☆☆☆の基準を満たしたもの。 

イ． 上記 ア．以外の木質材料については、日本工業規格 A1460 の規定する方法等により測定

した数値が次の数値以下であるもの。 

平均値 最大値 

0.5mg/L 0.7mg/L 

４ 機器類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用

している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又

は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。 

５ 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林

からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

証明のためのガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に

係る合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月 1

日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材で

あることの証明は不要とする。 
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１３．インテリア・寝装寝具 

１３－４ ベッド 

 (1) 品目及び判断の基準等 

ベッドフレーム 【判断の基準】 

○金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。 

①プラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック

重量の10%以上使用されていること。 

②木質の場合にあっては、間伐材、合板・製材工場から発生する端材

等の再生資源であること、又は原料として使用される原木（間伐材、

合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。）

であって、その伐採に当たって生産された国における森林に関する

法令に照らし合法な木材が使用されていること。また、材料からの

ホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等の

ものであること。 

③紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上である

こと。また、紙の原料にバージンパルプ（間伐材及び合板・製材工

場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパル

プを除く。）が使用される場合にあっては、原料とされる原木はそ

の伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照ら

して合法なものであること。 

 

 

【配慮事項】 

①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなさ

れている、又は、分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利

用が容易になるような設計がなされていること。 

②製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄

時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用

又は再生利用システムがあること。 

③金属を除く主要材料が木質の場合にあっては、原料として使用される

原木（間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である

木材は除く。）は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出さ

れたものであること。 

④金属を除く主要材料が紙の場合でバージンパルプ（間伐材及び合板・

製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージン

パルプを除く。）が原料として使用される場合にあっては、原料とさ

れる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された

ものであること。 

備考） １ 医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては、本項の判

断の基準の対象とする「ベッドフレーム」に含まれないものとする。 

２ 高度医療に用いるもの（手術台、ICU ベッド等）については、本項の判断の基準の対

象とする「マットレス」に含まれないものとする。 

３ 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し

くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不

良品を再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるもの

は除く。）。 

４ 放散速度が 0.02mg/㎡ h以下と同等のものとは、次によるものとする。 
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ア．対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放

散量の基準が規定されている木質材料については、Ｆ☆☆☆の基準を満たしたもの。 

イ．上記 ア．以外の木質材料については、日本工業規格 A1460 の規定する方法等によ
り測定した数値が次の数値以下であるもの。 

平均値 最大値 

0.5mg/L 0.7mg/L 

５ 「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形

したものをいう（ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除
く。）。 

６ 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維（リンター等）を再生した繊維をいう。 

７ 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に

分解し再生した繊維をいう。 

８ ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質

又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラ

スチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に

含まれないものとする。 

 

９ ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それ

ぞれの部分が上記の基準を満たすこと。 

10 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい

る森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持

続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原

木に係る合法性の確認ついては、4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書

に 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める

合法な木材であることの証明は不要とする。 

 

 



 

12 

１７．公共工事(関係部分のみ抜粋) 

表２【資材】 

製材 【判断の基準】 

①間伐材、林地残材又は小径木であること。 

②①以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に

当って生産された国における森林に関する法令に照らし合法

な木材であること。 

 

【配慮事項】 

○原料として使用される原木（間伐材、林地残材、小径木を除

く。）は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出さ

れたものであること。 

製材等 

集成材 

合板 

単板積層材 

【判断の基準】 

①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残

材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以

外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産

された国における森林に関する法令に照らし合法な木材で

あること。 

②①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生す

る端材等の残材、林地残材又は小径木以外の木材にあ

っては、原料として使用される原木はその伐採に当た

って生産された国における森林に関する法令に照ら

し合法な木材であること。 

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均

値で 0.3mg/L以下かつ最大値で 0.4mg/L以下であること。 

 

【配慮事項】 

○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、

林地残材及び小径木以外の木材にあっては、持続可能

な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。 

備考） １ 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」（以下「製

材等」という。）は、建築の木工事において使用されるものとする。 

２ 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。 

３ ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。 

４ 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森

林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能

性の証明のためのガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成18 年 4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に

係る合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月

1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材

であることの証明は不要とする。 
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再生木質 

ボード 

パーティクル

ボード 

 

繊維板 

 

木質系セメン

ト板 

【判断の基準】 

①合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、

使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・

小径木（間伐材を含む。）等の再生資源である木質材料又は植

物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。（この場合、

再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和

剤等（パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木

質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を

接着する目的で使用されるもの）を計上せずに、重量比配合

率を計算することができるものとする。） 

②合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、

使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及

び小径木（間伐材を含む）等の再生資源以外の木質材料にあ

っては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生

産された国における森林に関する法令に照らし合法な木材で

あること。 

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均

値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。 

 

【配慮事項】 

○合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、

使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及

び小径木（間伐材を含む）等の再生資源以外の木質材料にあ

っては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が

営まれている森林から産出されたものであること。 

備考） １ ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本工業規格 A 1460 による。 

２ 木質及び紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森

林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン(平成 18 年２月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る

合法性の確認については、4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に 4 月 1 日

より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であ

ることの証明は不要とする。 
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木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン 

    平 成 1 8 年 ２ 月            

                          林  野  庁            
 

１．趣旨 

 

違法伐採は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にとっ

て極めて重要な課題であり、我が国としては、これまで「違法に伐採され

た木材は使用しない」という基本的な考え方に基づいて取り組んできた。

具体的には、違法伐採対策として、二国間、地域間及び多国間での協力推

進、違法伐採木材の識別のための技術開発、民間部門における取組の支援

等を実施してきたところである。 

また、平成 17 年７月に英国で開催されたＧ８グレンイーグルズ・サミ

ットの結果、政府調達、貿易規制、木材生産国支援などの具体的行動に取

り組むことに合意したＧ８環境・開発大臣会合の結論が承認され、我が国

としては「日本政府の気候変動イニシアティブ」において違法伐採対策に

取り組むことを表明したところである。   

このような中、政府は、合法性、持続可能性の確認方法を整理し、国等

による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）

に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針を改定することによ

り、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行政法

人等による調達の対象として推進を図ることとなった。 

このガイドラインは、これらの状況を踏まえ、木材・木材製品の供給者が合

法性、持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りま

とめたものである。 

 

２．定義 

 

本ガイドラインにおける用語の定義は、それぞれ以下のとおりとする。 

 

（１）合法性 

伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する

法令に照らし手続が適切になされたものであること。 

（２）持続可能性 

持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである

こと。 
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（３）森林認証制度 

独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経

営する者の森林管理水準を評価・認証する仕組み。 

（４）ＣｏＣ（Chain of Custody）認証制度 

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品が、森林認証

を取得していない森林から生産されるものと混じらないように適切な

分別管理を行っていることについて、第三者機関が木材・木材製品を取

り扱う事業者を評価・認証する仕組み。 

（５）分別管理 

合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品が、これが証明され

ていないものと混じらないように管理すること。 

 

３．木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明方法 

 

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明については、以下の方法が

考えられる。 

    

（１）森林認証制度及びＣｏＣ認証制度を活用した証明方法 

 

① 概要 

森林認証制度及びＣｏＣ認証制度は、持続可能な森林経営の行われ

ている森林を第三者機関が評価・認証し、そこから生産された木材・

木材製品を分別管理することにより、消費者が選択的にこれらを購入

できるようにする制度であり、これを活用する。（参考１） 

② 留意事項 

合法性、持続可能性については、森林認証を取得した森林から生産

された木材・木材製品がＣｏＣ認証と連結し、認証マークが押印され

た木材・木材製品、伝票等をもって証明されることが必要である。 

 

（２）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法 

 

① 概要 

森林・林業・木材産業関係団体は、合法性、持続可能性の証明
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された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範を作成す

る。 

自主的行動規範においては、合法性、持続可能性の証明された木材

・木材製品の供給に取り組む当該団体の構成員についてその取組が適

切である旨の認定等（例えば、分別管理体制、文書管理体制の審査・

認定等）を行う仕組み、木材・木材製品を供給するに当たって留意す

べき事項等を定め公表する。 

具体的には、認定事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、

その納入する木材・木材製品が合法性、持続可能性を証明されたも

のであり、かつ、分別管理されていることを証明する書類（証明書）

を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返

して合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を

行う。（参考２） 

② 留意事項 

   ア 基本的な留意事項 

各段階における合法性、持続可能性の証明書には、対象木材・木材製品の品

目、数量等の基礎的な情報に加えて、関係団体の自主的行動規範に基づき

認定を受けた際に付与された番号（認定番号）を記載する必要がある。 

   イ 伐採段階の留意事項 

伐採段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、原木の伐

採箇所を記載するとともに、合法性、持続可能性の証明を次のよう

に行う必要がある。 

（ア）合法性については、伐採に当たって原木の生産される国又は地

域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされた旨

を証明書に記載すること。 

（イ）持続可能性については、原木が持続可能な森林経営が営まれて

いる森林から産出されたものである旨を証明書に記載すること。 

ウ 加工・流通段階の留意事項 

加工・流通段階においては、アの基本的な留意事項に加えて、納

入する製品は合法性、持続可能性の証明がなされたもの又はその証

明がなされた材料を使用して製造されたものである旨を証明書に

記載する必要がある。 

エ 納入段階の留意事項 

納入段階においては、調達者等の要求により、アの基本的な留意
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事項に加えて、納入する木材・木材製品は、合法性、持続可能性の

証明がなされたものである旨を証明書に記載する必要がある。 

オ その他の留意事項 

（ア）合法性、持続可能性の証明は、証明書に必要な事項を記載して

行うものとする。ただし、証明に必要な事項を納品書等に記載す

ることで証明書に代えることができる。 

（イ）証明書の記載事項の一部と同様の事項が記載されている既存の

書類（納品書等）の写しを添付することにより、証明書における

同事項の記載を省略することができる。 

 

（３）個別企業等の独自の取組による証明方法 

    

① 概要 

規模の大きな企業等が上記（１）又は（２）の方法によらず、独自の取組に

よって森林の伐採段階から納入段階等に至るまでの流通経路等を把握し

た上で証明を行う。（参考３） 

② 留意事項 

合法性、持続可能性については、森林・林業・木材産業関係団体の認

定を得て事業者が行う証明方法と同等のレベルで信頼性が確保

されるよう取り組む必要がある。 

 

４．証明書の保管等 

 

事業者は、証明書を一定期間保管することとし、その証明の根拠を求め

られた場合は関係書類等を提示できるようにしておく必要がある。 

 

５．取組状況の検証と見直し 

 

本ガイドラインについては、森林・林業・木材産業関係団体、学識経験

者、環境ＮＧＯ等で構成される協議会を設け、環境物品等の調達の推進に

関する基本方針に基づく国等の調達に対応した木材・木材製品分野におけ

る関係者の取組状況を検証し、必要に応じて適切な見直しを行う。 
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違法伐採総合対策推進事業（新規） 

 

１．趣旨          

 違法伐採問題は、地球規模での環境保全、持続可能な森林経営の推進にと

って重要な課題となっており、既に、英国では、政府調達において、政府調

達の対象を合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品に限る措置を導

入するなど、世界各国において具体的な対策が進められている。 

 我が国としても、Ｇ８グレンイーグルス・サミットの結果を踏まえて公表

された「日本政府の気候変動イニシアティブ」において、国内における違法

伐採対策として、「グリーン購入法」により、政府調達の対象を合法性・持

続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することを表明し、

具体的に導入する際の合法性・持続可能性の基準、対象とする品目の範囲に

ついて検討を行っているところである。 

 このような状況の中、国産材、輸入材ともに、合法性・持続可能性証明の

仕組みを確立する必要があり、「グリーン購入法」への導入に対応するため

国内の木材関連業界において、合法性・持続可能性が証明された木材・木材

製品の円滑な供給を可能とする体制を整備することが喫緊の課題となってい

る。   

 しかしながら、①我が国においては新たな取組であること、②違法伐採対

策を推進するにあたり実効性、透明性を備えた合法性・持続可能性証明の仕

組みの確立が必要であること、③環境ＮＧＯ等からも実効性、透明性を備え

た仕組みの確立を求める要求が多いことから、木材関連業界団体による自主

的取組の体制整備を支援する必要がある。 

 このため、関係者から構成される協議会を設置して、企業等による既存の

取組事例の調査、各業界団体による自主的取組の実地検証を実施し、業界団

体等への情報提供、指導・助言を行うとともに、供給側・需要側双方への普

及・啓発活動を実施することにより、違法伐採対策の推進を図る。 

                                              

２．事業内容 

（１）協議会設置事業             

 「グリーン購入法」に基づく措置の導入を踏まえて、木材関係業界団体、

学識経験者、環境ＮＧＯ等から構成される協議会を設置し、各業界団体に

よる自主的取組のあり方について、情報提供、指導・助言を行う。 

 

 

（２）合法性・持続可能性証明木材供給事例調査事業        

 協議会に専門委員会を設置して、一部の製紙会社や家具メーカー等が開

始しているような森林所有者、木材関係企業等の供給側、需要側が協定等

によって、合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品の流通・加工

に取り組む事例等の調査を行う。 
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（３）合法性・持続可能性証明システム検証事業 

 協議会に専門委員会を設置して、各業界団体の合法性・持続可能性を証

明する自主的取組の実効性や問題点を明らかにするため、工場を認定する

際の審査状況、認定工場に対する監査状況、調達実態等についての実地検

証を行う。 

 

（４）合法性・持続可能性証明システム普及・啓発事業 

  協議会に専門委員会を設置して、各業界団体の合法性・持続可能性を証

明する自主的取組の事例、（２）及び（３）の調査・検証による成果の関

連業界への普及を図るとともに、木材生産・流通に関わる地方公共団体、

森林所有者、木材関連業界、消費者団体等に対して、説明会の開催、パン

フレットの作成等を通じ、合法性・持続可能性が証明された木材・木材製

品を利用することの重要性とその意義などについて、普及・啓発活動を行

う。   

 

３．事業実施主体                 

  （社）全国木材組合連合会 

 

４．補助率                    

   定額 

 

５．事業実施期間              

   平成１８年度～２０年度（３年間） 

 

６．平成１８年度予算額      

   １２０,０００千円（０千円） 

 

 

   （林野庁木材課） 
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グリーン購入法の改訂基本方針への対応検討について（１） 

 
違法伐採総合対策とグリーン購入法による対応について 

 
１ 経緯 

 
G8 主要国サミットという国際政治のハイレベルの場で違法伐採問題が議論さ

れるようになってきた状況をうけ、全木連は平成１４年度から林野庁の補助事

業として「G8 森林違法伐採対策支援事業」を開始し、同年総会決議により「違

法伐採に関する声明」（別添１）を発するとともに、林野庁・環境省の関連する

補助事業・委託事業等の実施主体として、この問題の調査・啓発・普及の事業

を行ってきた。 
昨年７月の G8 主要国サミットグレンイーグルス会合において違法伐採が「環

境劣化、生物多様性の損失と森林破壊、そして世界的な持続可能な成長に対す

る影響」を危惧しこの問題に協働して取り組むことが合意され、それに基づい

て自由民主党「違法伐採等対策検討チーム」において取組方向が示されたこと

を踏まえ、政府は、平成１８年度からグリーン購入法に基づく優先購入の対象

物品に「合法木材」を含めることとし、その確認のために林野庁は「木材・木

材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を作成した。 
また、合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品の円滑な供給が可能に

なるよう、１８年度の林野庁新規予算として「違法伐採総合対策推進事業」が

計上された。 
 
２ 日本政府の施策の概要 
 
（１）グリーン購入法による合法木材調達の概要 
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達物品及びその

判断基準の、紙類、文具類、機器類、インテリア・寝装寝具、公共事業（製材、

集成材・合板・単板積層材、再生木質ボード）の各品目において、「原料として

使用される原木はその伐採にあたって生産された国における森林に関する法令

に照らし合法な木材であること」が特定調達品目の判断基準として記述され、

また、持続可能な森林から生産されたものが、調達の配慮事項として記述され

た。 
 
（２）林野庁のガイドライン 
林野庁が「木材製品の供給者が合法性・持続可能性の証明に取り組むに当たっ

て留意すべき事項」としてガイドラインを作成し、①森林認証制度及び coc 認証

制度を活用した証明制度、②森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業

者が行う証明方法、③個別企業等の独自の取組による証明方法、の三つの方法

が考えられる、としている。 
このうち業界団体の認定については、（任意の）業界団体が「合法性・持続可

能性の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範を作成」し、
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申請に基づき会員事業体を合法性証明木材取り扱い者として認定し、認定事業

者が合法木材の証明を行うことの連鎖を形成し当該品目の合法性を証明するも

のである。 
 
（３）違法伐採総合対策事業 
合法性・持続可能性が証明された木材を円滑に供給できる体制を整備すること

が急務であるため、関係者から構成される協議会を設定し、企業の取組事例の

調査、業界団体による自主的取組の実地検証、業界団体等への情報提供、指導・

助言及び普及啓活動を実施する。 
 
３ 全木連としての取組方針 

 
違法伐採対策はエコマテリアル（環境資材）である木材の利用推進を幅広くし

ていく際に不可欠な課題である。合法木材のグリーン調達方針は、第一に、木

材全体を政府のグリーン購入の対象にしていくきっかけとなること、第二に、

グリーン購入法は政府調達のみならず、地方自治体、大手メーカーの調達方針

にも影響を与えることが想定されること（すでに製紙メーカーは合法材由来の

チップ材のみを購入方針とすることを表明）、などから、合法木材・持続可能な

経営材の供給体制の確立のために率先して努力する必要がある。 
このため、全ての木材団体が日常的な組織活動で培われた会員に対する信頼性

に基づき、会員事業者の申告の信頼性を保証する措置をとることを目指す。具

体的には、森林認証材の供給には時間を要するため、当面、中央・地方の各木

材団体が林野庁のガイドラインの団体認定の手法により合法木材の供給体制の

整備を早急に図ることとする。 
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参考１ 違法伐採問題に関する全木連の取組経緯 
 
2002（平成 14）
年 

2 月 G８森林違法伐採対策支援事業開始（委員会を設置し

PR） 
  7

月 
パンフレット「ＳＴＯＰ違法伐採」 

 11
月 

「森林の違法伐採に関する声明」発表 

2003（平成 15）
年 

８月 違法伐採対策国際シンポジウム開催（プラコサ大臣） 

2004（平成 16）
年 

 3
月 

英文パンフレット作成 

 4 月 アジアパートナーシップ支援事業（林野庁補助事業） 
違法伐採問題に関する検討調査事業（環境省委託事

業）開始 
 8 月 違法伐採対策国際セミナー 
2005（平成 17）
年 

7 月 主要国首脳会議(G8)グレンイーグルス会合 

 12
月 

違法伐採総合対策事業費新規補助事業として政府案

決定 
2005（平成 17）
年 

2 月 常勤役員事務局長会議（供給体制確立に率先して努

力） 
 
参考２ 
 
当面、我が国における伐採時の合法性の確認は以下方法で行うこととなる。 

 

１ 保安林の場合、保安林の伐採許可（等）の写しが示されること 

２ 森林施業計画を策定している場合は、森林施業計画の写し（伐採区域が示

されているもの）が示されること（この場合にあっても保安林の場合は伐採許

可が必要となる）。 

３ 上記以外の場合、伐採届けの受領印の写し（または「伐採及び伐採後の造

林の計画の適合通知書」）が示されること 



24 

 
業界団体認定にかかる認定団体の検討方向 

認証事業体の 
段階 

 
全国段階  都道府県段階  

地区段階 

川上 

森林所有者 
素材生産業者 
森林組合など 
（伐採段階に

おける合法性

等の証明） 

      

川中（木材業） 

木材流通業、

製材業、チッ

プ製造業、合

板業など 
（分別管理な

どの証明） 

      

川中（高次加

工業） 

家具、文具製

造業など 
（分別管理な

どに基づく証

明） 

      

川下 

納入業者 
（分別管理な

どに基づく説

明） 

      

 

木材表示 
協議会 
（若干の 
改組） 
 
地方段階

で制度が

整ってい

な い 場

合、ある

いは全国

規模で事

業展開を

する企業

に対する

受け皿 
家具メー

カーなど

周辺業界

に対する

受け皿 
企業独自

の証明・

認証制度

との連携 
 

全 国

団

体？ 

全 国

団体 
行 動

規

範 ・

会 員

認 定

「県産材

認証」な

どの類似

制度があ

る場合は

それをベ

ースにし

た川上・

川中の認

証団体が

あると望

ましい 
木材表示

協議会と

の 連 携

（団体会

員として

の参画）

を検討 

必要により 
合法性認定団体 

所有者・生産者の合法性の認

定・合法手続きの指導 

連携 

都道府

県団体

行動規

範・会

員認定

体制 

地区団

体行動

規範・

会員認

定体制 
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 グリーン購入法の改訂基本方針への対応検討について（２） 
 

合法木材の業界認定制度への取組方針 
３月２４日 全木連理事会決定 

 
１ 趣旨 

 
グリーン購入法の調達についての地方の説明会などが行われており、合法性の

証明された木材・木材製品（以下合法木材）の供給体制整備についての見通し

を問われる状況になっている。また、製紙業界など合法木材の調達を正式の方

針として公表する業界もでており、合法木材の供給に関心を持つ企業が、業界

認定の具体的な手続きに関心を示してきている。さらに、林野庁長官より都道

府県知事に対して「違法伐採対策の推進について」合法木材の供給体制の整備

及び同製品の利用促進についての協力要請を行っているところである。（別添

１） 
このような状況を踏まえ、合法木材の供給に取り組む事業体への対応をはかる

ため、全国地方を問わずできるだけ早く業界・認定の仕組みを立ち上げること

が必要になっている。 
 
２ 基本的な考え方 
 
（１）木材業界の自主的行動計画の原則 
日本に流通する木材のほとんどが合法性があることを証明できる形にするに

は、現在ある組織を使ったコストの安い方法を導入することが不可欠。このた

め、全ての木材団体が日常的な組織活動で培われた会員に対する信頼性に基づ

き、会員事業者の申告の信頼性を保証する措置をとることを目指す。（合法木材

を供給する自主的行動規範を作成し、合法木材に取り組む構成員を認定する認

定要領を作成） 
 
（２）全木連、県木連、地区木協の対応 
そのため、各都道府県木（協）連・業界団体、地区木協においては、１８年度

の理事会または総会において自主的行動規範を決議し、会員認定の仕組みを決

議するよう要請する。 
なお、全木連は理事会・総会において、自主的行動規範等を決議し、都道府県

木材（協同）組合など会員が事業を行う場合に認定できる体制を整備していく

こととしたい。 
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（３）業界団体に属さない事業体の認定の受け皿 
業界団体に属さない事業体が認定を求めてき場合、基本的には地方の木材団体

に加入を促し当該団体が認定することで対応する。 
業界団体に属さない事業体や木材業界以外の事業体が認定を求める場合の受

け皿として、木材表示推進協議会に対しては、３月中に自主的行動規範及び規

定類の整備を行うことを要請したい。 
 
（４）県産材認定団体、木材表示推進協議会などの役割 
各道府県に設置（予定を含む）されている道府県産材認定団体は合法木材の業

界認定の組織として幅広く機能する可能性があり、別途のその可能性を関連団

体とともに検討を要請する。 
木材表示推進協議会に対しては団体構成員以外の認定の受け皿になるだけで

なく、最終需要者や消費者への広報活動を通じて合法木材の普及を行い、県産

材認定団体などの団体会員化を進めることを要請する。 
 

（５）合法木材の山からの供給 
上記の分別管理体制が整備されたとしても、実際に合法木材が供給されるには、

伐採に当たっての合法性が証明された材が基本的に 100％供給されることが不

可欠であり、この点については、木材団体のみでなく、森林組合及び、都道府

県・市町村関係当局の取組いかんに係っており、この面での行政の強力な取組

を引き続き強く要請する。 
 
３ 自主的行動規範等の内容 
 
全木連の自主的行動規範は、別紙１、「違法伐採対策に関する全国木材組合連

合会の行動規範（案）」とし、これに基づく、会員の認定要領は、別紙２「合法

性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領（案）」とする。なお、別紙３

「違法伐採対策に関する○○木材組合（連合会）行動規範（案）」、別紙４「合

法性、持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領（案）」は都道府県木（協）

連及び地区木材（協）組合が実施する場合のひな形である。 
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別紙１ 

 

違法伐採対策に関する 

全国木材組合連合会の行動規範 
 

社団法人全国木材組合連合会 

制定 平成１８年３月２４日 
 

社団法人全国木材組合連合会（全木連）は平成１４年（２００２年）

１１月森林の違法伐採に関する声明を発し、「現在世界的に問題にな

っている違法伐採は、森林環境に重大なダメージを与えるばかりでな

く、持続的森林経営を損なう恐れがある。また、木材需要の大半を輸

入木材に依存している我が国において、木材及び木材産業に否定的な

印象を与えることになり、その結果、木材利用の障害となる恐れがあ

る。」として、これに対する関係各国の努力を求めるとともに、木材

業界として違法伐採され不法に輸入された木材を取り扱わないように

求めてきた。 
このような中で、平成１７年７月に英国で開催されたＧ８サミット

の結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という

基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明

された木材・木材製品とする措置を導入することとした。 
 これらを踏まえ、全木連は、違法伐採対策に関する行動規範を制定

し、ここに公表する。 
 
（違法伐採に対する反対） 
１ 全木連は、全世界の森林に対する森林生態系の維持に支障となる

行為や持続的森林経営を阻害する行為等、森林の健全性を損なう恐

れのある全ての不法行為に対し、強く反対する。 

 

（生産国及び各政府の取組への要請） 

２ 全木連は、木材生産国が取組んでいる各種の違法伐採対策を支持

し、その継続と実効性の確保に期待する。また、木材消費国がこれ

に積極的に協力することを求める。さらに、全木連は、持続的森林

経営の実現に向け、違法伐採対策をはじめとする森林の健全性を確

保するための国際機関及び各国の努力に敬意を表する。 
 
（日本政府の取組への支持） 
３ 全木連は、日本国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持

するとともに、これに積極的に協力する。 
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（合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進） 
４ 全木連は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給

の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。 
 

（合法性等の証明のための事業者の認定） 

５ 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関

係団体の認定を得て行う証明方法（団体認定方式）に関連して、「合

法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、

全木連の会員事業者＊の認定を行い、その供給の促進に努めるものと

する。 
 

（他の団体との連携） 
６ 全木連は、違法伐採対策の実施に当たって、木材表示推進協議会、

その他の木材産業関係団体及びＮＧＯ等との連携を図る。 
 
（情報の公開） 
７ 全木連は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。 
 
 
＊ 

全木連の会員事業者とは、都道府県木（協）連及び業種別団体の会員

をいう。 
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別紙２ 

合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領 
 

社団法人全国木材組合連合会 
 
第一 目的 

本実施要領は（社）全国木材組合連合会（以下「当団体」という）が平成１８年

３月２４日に作成し、公表した「違法伐採対策に係る全木連行動規範」（以下「行

動規範」という。）で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施

要領」（以下「実施要領」という。）の内容を定めるものである。 
 
第二 本実施要領に基づく認定の対象 

１ 林野庁が平成１８年２月１５日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可

能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体

の認定を得て事業者が行う証明方法」により、当団体の合法木材供給認定事業体

（以下、「認定事業体」という）として木材・木材製品の合法性、持続可能性の

証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。 
２ 本実施要領にもとづく認定は当団体の会員を対象とし、会員外の認定について

の事項は、必要があれば別途定める。 
     
第三 合法木材供給事業者認定申請 

１ 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記１で定める「合法木

材供給事業者認定申請書」を、別記 1-1 で定める手数料及び初年度の維持費とと

もに、当団体へ提出しなければならない。 
２ 前項の初年度維持費は認定されなかった場合返納される。 
 

第四 審査及びその結果の通知 
１ 当団体は、本実施要領に基づく事業者の認定のため会長が指名する審査委員会

を設け、その可否を決定するものとする。 
２ 審査委員会は、提出された「合法木材供給事業者認定申請書」の内容につい

て、本実施要領「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨の基づき厳正に書類

審査を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知する。必要が

ある場合は現地審査を実施する。 
 ３ 当団体は審査結果を申請者に通知するものとする。 
 
第五 合法木材供給事業者の認定要件 
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認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 
（分別管理） 
①合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品（以下「合法木

材」という。）とそれ以外の木材・木材製品（以下「非合法木材」という。）

を分別して保管することが可能な場所を有していること。 
②入出荷、加工、保管の各段階において合法木材と非合法木材とが混在しない

よう分別管理の方法が定められていること。 
（帳票管理） 
③合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。 
④関係書類（証明書を含む）を５年間保存すること。 

（責任者の選任） 
⑤本取組の責任者が１名以上選任されていること。 
 

第六 合法木材供給事業者認定書の交付及び公表 
１ 当団体は認定事業者に対して、別記２で定める「合法木材事業者認定書」を交

付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認

定番号、認定年月日を当団体のホームページ等に公表するものとする。 
２ 事業者認定書の有効期間は認定の日から３年とする。 

 
第七 証明事項の記載 
１ 認定事業者は、合法材の出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木

材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。 
２ なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記３とする。 

 
第八 取扱実績報告及び公表 
１ 認定事業者は、別記４で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製

品の取扱実績報告」により、合法木材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年６

月末までに、当団体へ報告する。 
２ 当団体は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。 

 
第九 立ち入り検査 

 当団体は、必要に応じて、認定事業者による合法木の取扱いが適正であるか否か

を検査することができるものとし、認定事業者は、当団体から検査を行う旨通知を

受けた場合は必要な情報を提供するなど当該団体に協力しなければならない。 
 
第十 認定事業者の取り消し 
１ 当団体は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すこと

ができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホー



 

31 

ムページ等に公表するものとする。 
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。 
②認定事業者から認定の取消申請があったとき。 
③認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。 

２ 当団体は、認定を取り消したときは、別記５で定める「認定取消通知書」を当

該認定事業者に送付するものとする。 
 
附則  この実施要領は、平成１８年４月１日から施行する。 
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別記１ （事業者認定申請書の様式（例）） 
 

合法木材供給事業者認定申請書 
 

平成  年  月  日 
 

社団法人全国木材組合連合会   殿 
 

（申請者） 
事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：           

 
貴団体の認定を得て木材・木製品の合法性・持続可能性の証明を行いたいので、合

法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 
 

記 
 

１ 創業年、従業員数 ： 
２ 取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱数量    ：（別添１） 
３ 事業所の敷地、建物及び施設（土場、倉庫等）の配置状況：（別添２） 
４ 分別管理及び書類管理の方針             ：（別添３） 
５ その他（注）                    ：（別添４） 
 
注：その他には、資格（ＩＳＯ、ＪＡＳ等）を持っていれば記入して下さい。 

 

別記 1-1 

 
合法性合法木材認定にかかる経費 

認定手数料 
書類審査のみの場合 １万円 
現地調査が必要な場合 実費 

維持費 
年額 １万２千円 

 



 

33 

別添３ 
分別管理及び書類管理方針書（例） 

 
○○製材（株） 

平成  年  月  日作成 
 
本方針書は、全国木材組合連合会が作成した「違法伐採対策に関する自主的行動規

範（平成１８年３月２４日）」を受け、合法性、持続可能性の証明された木材・木材

製品（以下「証明材」という。）の供給に当たって必要となる分別管理の方針を定め

たものである。 
 
（適用範囲） 
本方針書は、当社製材工場において、原木及び当該原木を原料として製造する製材

品の取扱に当たって適用する。 
 

（分別管理責任者） 
・分別管理を適切に行うため、○○○○（氏名）を分別管理責任者として定める。 
・分別管理責任者は、合法木材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責任

をもって行うものとする。 
 
（分別管理の実施） 
・原木の入荷に当たっては、納品書等により合法木材であるかそれ以外の木材であ

るかを確認する。 
・原木の保管に当たっては、合法木材とそれ以外の木材が混在しないように、それ

ぞれの保管場所をテープや標識等により明示する。 
・製材加工に当たっては、合法木材とそれ以外の木材が混在しないように加工する。 
・製材品の出荷に当たっては、合法木材であることを確認の上、納品書に記載する。 
・製材品の保管に当たっては、合法木材を原料として製造した製材品と、それ以外

の木材を原料として製造した製材品が混在しないように、それぞれの保管場所を

テープや標識等により明示する。 
 

（書類管理） 
・分別管理責任者は、合法木材及びそれ以外の木材に係る原木消費量及び製品生産

量を実績報告として取りまとめる。 
・合法木材の入出荷、在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切に

記載する。 
・証明書及び納品書、管理簿等の関係書類は、５年間整理保管する。 

以上 
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別記２ （事業者認定書の様式（例）） 
 

合法木材供給事業者認定書 
 

平成  年  月  日 
 

殿 
 

社団法人全国木材組合連合会 
会長   庄司橙太郎 

 
平成  年  月  日付けで申請のありました合法性・持続可能性の証明に係る

事業者認定申請について、当団体の事業者認定実施要領に基づき、下記のとおり認定

します。 
 

記 
 

団体認定番号 ：   
事業者の所在地：   
事業者の名称 ：   
代表者の氏名 ：   
認定の有効期間： 平成  年  月  日～平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 

（注）申請内容に変更があった場合は届け出て下さい。 
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別記３ （証明書の様式（例）） 
 

番号 
平成  年  月  日 

 

木材・木製品の合法性・持続可能性証明書 
 

殿 
 
事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：  
団体認定番号 ： 
          

 
下記の物件は、持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材

のみを原材料としていることを証明します。 
 

記 
 

１ 樹種    ： 
２ 品目（注③）： 
３ 数量（注④）：              

（注） 
①本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報（団体認定番号、合法木材である等）

を追加記載することで証明書とすることも可能です。 
②上記は合法性、持続可能性を証明する場合の例であり、合法性のみを証明する場合は持続可能性に係る

記述を省略して下さい。 
③丸太、製材、合板、集成材等を記述して下さい。 
④商取引上の単位（m3、本、kg、枚など）にて記述して下さい。 
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別記４ （合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告（例）） 
 

平成  年  月  日 
 

社団法人全国木材組合連合会 殿 
 

事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：  
団体認定番号 ： 
         

合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の 

取扱実績報告 
 
合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領第八により、下記のとおり合

法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績を報告します。 
 

記 
 
１．期間 平成  年 ４月 １日～平成  年 ３月３１日 

２．木材・木製品の取扱量（総数） 原木（原料）入荷量            m3 
製品出荷量                m3 

３．うち合法性・持続可能性の証明

されたもの 
原木（原料）入荷量            m3 
製品出荷量                m3 

備考： 
 
 
 （注） 

①上記は合法性・持続可能性が証明された木材・木製品の実績を報告する場合の例であり、合法性のみの

場合は持続可能性に係る記述を省略して下さい。 
②原木（原料）入荷量よりも製品出荷量が多くなる場合については、備考にその理由を記述して下さい。 
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別記５ （認定取消通知書（案）） 
 

合法木材供給認定事業者の認定取消通知書 
 

平成  年  月  日 
 

殿 
 

社団法人全国木材組合連合会 
会長 庄司橙太郎           

 
貴事業体については、平成  年  月  日付けで認定事業者として認定しまし

たが、合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定要領第十の規定により、○年○月

○日付けでその認定を取り消したので通知します。 
 

記 
 

１ 団体認定番号 ： 
２ 事業者の名称 ： 
３ 代表者の氏名 ： 
４ 事業者の所在地： 

５ 取消の理由   
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別紙３ 

違法伐採対策に関する○○木材組合（連合会）行動規範（案） 
 

○○木材組合（連合会） 
制定 平成 年 月 日 

 
 平成１７年７月に英国で開催されたＧ８サミットの結果、日本政府

は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基

づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材

製品とする措置を導入することとした。 
 これらを踏まえ、○○木材組合（連合会）（以下○木連）は、違法

伐採対策に関する行動規範を制定し、ここに公表する。 
 
（違法伐採に対する反対） 
１ ○木連は、森林の違法な伐採に反対を表明する。 
 
（政府の取組への協力） 
２ ○木連は、我が国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持

するとともに、これに積極的に協力する。 
 
（合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進） 
３ ○木連は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給

の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。 
 

（合法性等の証明のための事業者の認定） 

４ 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関

係団体の認定を得て行う証明方法（団体認定方式）に関連して、「合

法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、

○木連の会員事業者の認定を行い、その供給の促進に努めるものと

する。 
 

（他の団体との連携） 
４ ○木連は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業関係団

体及びＮＧＯ等との連携を図る。 
 
（情報の公開） 
５ ○木連は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。 
 

以上 
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別紙４ 

合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領（案） 
 

○○木材組合（連合会） 
平成１８年○月○日作成 
平成１８年○月○日公表 

 
第一 目的 

本実施要領は、○○木材組合（以下「当団体」という）が平成１８年３月２４日

に作成し、公表した「違法伐採対策に係る○○木材組合（連合会）行動規範」（以

下「行動規範」という。）で規定する「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認

定実施要領」（以下「実施要領」という。）の内容を定めるものである。 
 
第二 本実施要領に基づく認定の対象 

１ 林野庁が平成１８年２月１５日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可

能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関係団体

の認定を得て事業者が行う証明方法」により、当団体の合法木材供給認定事業体

（以下、「認定事業体」という）として、木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならな

い。 
２ 本実施要領にもとづく認定は当団体の会員を対象とし、会員外の認定について

の事項は必要があれば別途定める。 
     
第三 合法木材供給事業者認定申請 
１ 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記１で定める「合法木

材供給事業者認定申請書」を、別記 1-1 で定める手数料及び初年度の維持費とと

もに、当団体へ提出しなければならない。 
２ 前項の初年度維持費は認定されなかった場合返納される。 
 

第四 審査及びその結果の通知 
１ 当団体は、本実施要領に基づく事業者の認定のため理事長が指名する審査委員

会を設け、その可否を決定するものとする。 
２ 審査委員会は、提出された「合法木材供給事業者認定申請書」の内容について、

本実施要領「第五 認定要件」及びガイドラインの趣旨の基づき厳正に書類審査

を実施し、認定の可否を決定した上で申請者にその結果を通知する。必要がある

場合は現地審査を実施する 
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 ３ 当団体は審査結果を申請者に通知するものとする。 
 
第五 合法木材供給事業者の認定要件 

認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 
（分別管理） 
①合法性又は合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品（以下「合法木

材」という。）とそれ以外の木材・木材製品（以下「非合法木材」という。）

を分別して保管することが可能な場所を有していること。 
②入出荷、加工、保管の各段階において合法木材とその他の木材とが混在しな

いよう分別管理の方法が定められていること。 
（帳票管理） 
③合法木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。 
④関係書類（証明書を含む）を５年間保存すること。 

（責任者の選任） 
⑤本取組の責任者が１名以上選任されていること。 
 

第六 合法木材供給事業者認定書の交付及び公表 
１ 当団体は認定事業者に対して、別記２で定める「事業者認定書」を交付すると

ともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、

認定年月日を当団体のホームページ等に公表するものとする。 
２ 事業者認定書の有効期間は認定の日から３年とする。 

 
第七 証明事項の記載 
１ 認定事業者は、合法木材の出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法

材であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。 
２ なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、別記３とする。 

 
第八 取扱実績報告及び公表 
１ 認定事業者は、別記４で定める「合法性・持続可能性の証明された木材・木製

品の取扱実績報告」により、合法木材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年６

月末までに、当団体へ報告する。 
２ 当団体は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。 

 
第九 立ち入り検査 

 当団体は、必要に応じて、認定事業者による合法木材の取扱いが適正であるか否

かを検査することができるものとし、認定事業者は、当団体から検査を行う旨通知

を受けた場合は必要な情報を提供するなど当団体に協力しなければならない。 
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第十 認定事業者の取り消し 
１ 当団体は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すこと

ができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホー

ムページ等に公表するものとする。 
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。 
②認定事業者から認定の取消申請があったとき。 
③認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。 

２ 当団体は、認定を取り消したときは、別記５で定める「認定取消通知書」を当

該認定事業者に送付するものとする。 
 
附則  この実施要領は、平成１８年○月○日から施行する。 
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別記１ （事業者認定申請書の様式（例）） 
 

事業者認定申請書 
 

平成  年  月  日 
 

○○木材組合（連合会）   殿 
 

（申請者） 
事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：           

 
貴団体の認定を得て木材・木製品の合法性・持続可能性の証明を行いたいので、合

法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 
 

記 
 

１ 創業年、従業員数 ： 
２ 取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱数量    ：（別添のとおり） 
３ 事業所の敷地、建物及び施設（土場、倉庫等）の配置状況：（別添のとおり） 
４ 分別管理及び書類管理の方針             ：（別添のとおり） 
５ その他（注）                    ：（別添のとおり） 
 
注：その他には、資格（ＩＳＯ、ＪＡＳ等）を持っていれば記入して下さい。 

 

別記 1-1 

 
合法材認定にかかる経費 

認定手数料 
書類審査のみの場合 １万円 
現地調査が必要な場合 実費 

維持費 
年額 １万２千円 
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別記２ （事業者認定書の様式（例）） 
 

事業者認定書 
 

平成  年  月  日 
 

殿 
 

○○材組合（連合会） 
会長   

 
平成  年  月  日付けで申請のありました合法性・持続可能性の証明に係る

事業者認定申請について、当団体の事業者認定実施要領に基づき、下記のとおり認定

します。 
 

記 
 

団体認定番号 ：   
事業者の所在地：   
事業者の名称 ：   
代表者の氏名 ：   
認定の有効期間： 平成  年  月  日～平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 

（注）申請内容に変更があった場合は届け出て下さい。 
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別記３ （証明書の様式（例）） 
 

番号 
平成  年  月  日 

 

木材・木製品の合法性・持続可能性証明書 
 

殿 
 
事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：  
団体認定番号 ： 
          

 
下記の物件は、持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材

のみを原材料としていることを証明します。 
 

記 
 

１ 樹種    ： 
２ 品目（注③）： 
３ 数量（注④）：              

（注） 
①本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報（団体認定番号、合法木材である等）

を追加記載することで証明書とすることも可能です。 
②上記は合法性、持続可能性を証明する場合の例であり、合法性のみを証明する場合は持続可能性に係る

記述を省略して下さい。 
③丸太、製材、合板、集成材等を記述して下さい。 
④商取引上の単位（m3、本、kg、枚など）にて記述して下さい。 
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別記４ （合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績報告（例）） 
 

平成  年  月  日 
 

○○木材組合（連合会） 殿 
 

事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：  
団体認定番号 ： 
         

合法性・持続可能性の証明された木材・木製品の 

取扱実績報告 
 
合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領第八により、下記のとおり合

法性・持続可能性の証明された木材・木製品の取扱実績を報告します。 
 

記 
 
１．期間 平成  年 ４月 １日～平成  年 ３月３１日 

２．木材・木製品の取扱量（総数） 原木（原料）入荷量            m3 
製品出荷量                m3 

３．うち合法性・持続可能性の証明

されたもの 
原木（原料）入荷量            m3 
製品出荷量                m3 

備考： 
 
 
 （注） 

①上記は合法性・持続可能性が証明された木材・木製品の実績を報告する場合の例であり、合法性のみの

場合は持続可能性に係る記述を省略して下さい。 
②原木（原料）入荷量よりも製品出荷量が多くなる場合については、備考にその理由を記述して下さい。 
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別記５ （認定取消通知書（案）） 
 

認定事業者の認定取消通知書 
 

平成  年  月  日 
 

殿 
 

○○木材組合（連合会） 
会長           

 
貴事業体については、平成  年  月  日付けで認定事業者として認定しまし

たが、合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定要領第十の規定により、○年○月

○日付けでその認定を取り消したので通知します。 
 

記 
 

１ 団体認定番号 ： 
２ 事業者の名称 ： 
３ 代表者の氏名 ： 
４ 事業者の所在地： 

５ 取消の理由   
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 ※保安林伐採許可書の写しを活用した証明 
 

保安林内立木伐採許可決定通知書 

 

杉山 太郎 殿 

 

第     号  

山田 一郎 殿  

 

   年  月  日付けで申請のあった立木の伐採については、森林法第34条第1項の

規定に基づき、下記により許可する。 

 

     年  月  日 

 

○○県知事          印  

 

記 

 

1 保安林の指定の目的 

森 林 の 所 在 場 所 

市郡 町村 大字 字 地番 

伐採の

方法別 

伐採する立木の

樹種及び年齢 

伐採面積及び
伐採立木材積
ヘクタール(m3) 

備考 

                  

                  

 

                  

 

2  許可の条件 
 (1) 伐採期間は、   年  月  日から   年  月  日までとする。ただ

し、やむをえない事由によりこの期間に伐採を終了できないときは、60日を超えな
い範囲内で期間の延長を申請することができる。 

 (2) 搬出期間、搬出方法等 

(教示) 
1 この許可について不服がある場合には、…………。 
 
2 この許可については、………。 
 
3 不服の理由が、………。 
 

  
備考 許可が、森林法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る民有林

に関するものである場合にあっては、教示文中「農林水産大臣」とあるのは「○○県知事」と、「審

査請求」とあるのは「異議申立て」と、「裁決」とあるのは「決定」とする。 

証明書の引渡

先を記載して

下さい。 

（森林所有者段階の証明書の例） 証明書様式 1-1 



（森林所有者段階の証明書の例）

伐採及び伐採後の造林届出書

杉山太郎　殿 平成　　年　　月　　日

○○町長　殿

住　　　　所：　○○県○○町○○１丁目２番地
届出人氏名：　山田　一郎　　印

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第１０条の８第１項の規定により届け出ます。

字大字
備考

伐採
の期
間

伐採
後の
造林
の方
法

伐採
後の
造林
の期
間

樹種
別の
造林
面積

伐採
跡地
の用
途

植栽
本数

伐採
齢市町村

伐採
樹種

伐採の方法

伐採
率

伐採
種別

主間
伐別

森林の所在地

伐採
面積地番

証明書様式1-2

証明書の引渡先を
記載して下さい。

接受

平成　年　月　日

○○町

※伐採届の写しを活用した証明
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※森林施業計画認定書の写しを活用した証明 
 

 

 杉山 太郎 殿 

 

 

森 林 施 業 計 画 認 定 書 

 

 

 

 認定番号 ＸＸ－ＹＹ 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

    山田 一郎 殿 

 

 

 

○○町長    印 

 

 

 

 森林法第１１条第１項の規定により、  年  月  日に請求のあった森林施業計

画については、これを適当であると認定する。 

 

森林施業計画の概要（伐採箇所） 

・森林の所在地 ……………… 

・樹種     …… 

・伐採面積   …… 

・伐採材積   …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書様式1-3 

（森林所有者段階の証明書の例） 

伐採箇所に係る情報を記述し
て下さい。また、これに代え
て、森林施業計画書の該当箇
所の写しを添付することもで
きます。 

証明書の引渡先を
記載して下さい。 
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※独自に作成する証明書 

 

番号 

平成  年  月  日 

 

合法木材証明書 
 

殿 

 

住所    ： 

氏名    ： 

 

下記の物件は、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続を適切に行っている

ものであることを証明します。 

 

記 

 

１ 伐採許可（届出）年月日、許可番号、許可書発行先(注①) 

２ 物件（森林）所在地： 

３ 伐採面積     ：               ha 

４ 樹種       ： 

５ 数量（注④）   ： 

 

 

 
（注） 

①国又は地域の森林の伐採に関する法令の手続が適切に行われていることを示す伐採許可番号等の情報を記

述して下さい。 
②本様式による証明書の作成に代えて、伐採及び伐採後の造林届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証

明書とすることも可能です。 
③上記は合法性を証明する場合の例であり、持続可能性を証明する場合は、持続可能性に係る記述を付加し

て下さい。 
④材積又は本数等の数量に係る情報を記述して下さい。 

（森林所有者段階の証明書の例） 

証明書様式 1-4 
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※保安林伐採許可書の写しを活用した証明 
 

保安林内立木伐採許可決定通知書 

 

杉山 太郎 殿 

 

第     号  

山田 一郎 殿  

 

   年  月  日付けで申請のあった立木の伐採については、森林法第34条第1項の

規定に基づき、下記により許可する。 

 

     年  月  日 

 

○○県知事          印  

 

記 

 

1 保安林の指定の目的 

森 林 の 所 在 場 所 

市郡 町村 大字 字 地番 

伐採の

方法別 

伐採する立木の

樹種及び年齢 

伐採面積及び
伐採立木材積
ヘクタール(m3) 

備考 

                  

                  

 

                  

 

2  許可の条件 
 (1) 伐採期間は、   年  月  日から   年  月  日までとする。ただ

し、やむをえない事由によりこの期間に伐採を終了できないときは、60日を超えな
い範囲内で期間の延長を申請することができる。 

 (2) 搬出期間、搬出方法等 

(教示) 
1 この許可について不服がある場合には、…………。 
 
2 この許可については、………。 
 
3 不服の理由が、………。 
 

  
備考 許可が、森林法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための指定に係る民有林

に関するものである場合にあっては、教示文中「農林水産大臣」とあるのは「○○県知事」と、「審

査請求」とあるのは「異議申立て」と、「裁決」とあるのは「決定」とする。 

 
○○ ○○ 殿  上記のとおり合法性を証明します。平成○○年○○月○○日 

ZZZ林産（株） 杉山太郎 印 
認定番号：□□第○○○号 
住所：          証明書の引渡先を

記載して下さい。 

（素材生産業者段階の証明書の例） 

証明書様式 2-1 

証明に必要な事項（合法木材で

あること、認定番号等）を記載

して下さい。 

（注）持続可能性を証明する場合には、持続可能性に係る記述を付加して下さい。 



（素材生産業者段階の証明書の例）

伐採及び伐採後の造林届出書

杉山　太郎　殿 平成　　年　　月　　日

○○町長　殿

住　　　　所：　○○県○○町○○１丁目２番地
届出人氏名：　山田　一郎　　印

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第１０条の８第１項の規定により届け出ます。

○○○○　殿 上記のとおり合法性を証明します。平成○○年○○月○○日
ＺＺＺ林産（株）　杉山　太郎　印
認定番号：□□第○○○号
住所：

（注）持続可能性を証明する場合には、持続可能性に係る記述を付加して下さい。

市町村

伐採
樹種

伐採の方法

伐採
率

伐採
種別

主間
伐別

森林の所在地

伐採
面積地番字大字

備考
伐採
の期
間

伐採
後の
造林
の方
法

伐採
後の
造林
の期
間

樹種
別の
造林
面積

伐採
跡地
の用
途

植栽
本数

伐採
齢

証明書の引渡先を記
載して下さい。

接受

平成　年　月　日

○○町

証明書様式2-2

※伐採届の写しを活用した証明

証明に必要な事項（合法木材であるこ
と、認定番号等）を記載して下さい。
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（注）持続可能性を証明する場合には、持続可能性に係る記述を付加して下さい。 

※森林施業計画認定書の写しを活用した証明 
 

 

杉山 太郎 殿 

 

 

森 林 施 業 計 画 認 定 書 

 

 

 

 認定番号 ＸＸ－ＹＹ 

 

 

 

年  月  日  

 

 

 

   山田 一郎 殿 

 

 

 

○○町長     印     

 

 

 

 森林法第１１条第１項の規定により、  年  月  日に請求のあった森林施業計

画については、これを適当であると認定する。 

 

森林施業計画の概要（伐採箇所） 

・森林の所在地 ……………… 

・樹種     …… 

・伐採面積   …… 

・伐採材積   …… 

 

 

 ○○ ○○ 殿   

上記のとおり合法性を証明します。平成○○年○○月○○日 

ＺＺＺ林産（株） 杉山太郎 印 

認定番号：□□第○○○号 

住  所：           

 

 

証明書様式2-3 

（素材生産業者段階の証明書の例） 

証明に必要な事項（合法木

材であること、認定番号

等）を記載して下さい。 

証明書の引渡先を記載

して下さい。 
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※独自に作成する証明書 

 

番号 

平成  年  月  日 

 

合法木材証明書 
 

殿 

 

事業者の所在地： 

事業者の名称 ： 

代表者の氏名 ：  

団体認定番号 ： 

           

下記の物件は、合法的に伐採された原木であることを証明します。 

 

記 

 

１ 樹種    ： 

２ 品目（注③）： 

３ 数量（注④）：                 

 

 

 

（注） 
①上記は合法性を証明する場合の例であり、持続可能性を証明する場合は持続可能性に係る記述を付加して

下さい。 
②本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報（団体認定番号、合法木材であること

等）を追加記載することで証明書とすることも可能です。 
③丸太、製材、合板、集成材等を記述して下さい。 
④商取引上の単位（m3、本、kg、枚など）にて記述して下さい。 

 

証明書様式 2-4 

（素材生産業者段階の証明書の例） 



番号2005010001
平成　　年　　月　　日

納品書（出荷伝票）

○○○○木材　（株）　殿　
住所：○○市○○字○○ ○○○○製材所　

認定工場番号：□□県木連第０００１号
氏名：山田　一郎　　印
住所：○○県○○町○○１丁目２番地
電話：XXX－YYY－ZZZZ

発地（出荷場所） ○○○○製材所　○○工場
着地（納入場所） ○○○○木材　○○製品市場　

樹種 品等 寸法 数量 単材積 材積 単価 金額 備考

上記の製材品は合法的に伐採された木材のみを原料としています。　

（注）持続可能性を証明する場合には、持続可能性に係る記述を付加して下さい。

（加工・流通業者段階の証明書の例）

証明書様式3-1

※納品書を活用した証明

証明に必要な事項（合法木材で
あること等）を記載して下さい。

証明に必要な事項（認定番号）
を記載して下さい。
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※独自に作成する証明書 

 

番号 

平成  年  月  日 

 

合法木材証明書 
 

殿 

 

事業者の所在地： 

事業者の名称 ： 

代表者の氏名 ：  

団体認定番号 ： 

           

下記の物件は、合法的に伐採された木材のみを原材料としていることを証明します。 

 

記 

 

１ 樹種    ： 

２ 品目（注③）： 

３ 数量（注④）：                 

 

 

 

（注） 
①上記は合法性を証明する場合の例であり、持続可能性を証明する場合は持続可能性に係る記述を付加して

下さい。 
②本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報（団体認定番号、合法木材であること

等）を追加記載することで証明書とすることも可能です。 
③丸太、製材、合板、集成材等を記述して下さい。 
④商取引上の単位（m3、本、kg、枚など）にて記述して下さい。 

 

証明書様式 3-2 

（加工・流通業者段階の証明書の例） 
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（事業者認定申請書の様式（例）） 
 

事業者認定申請書 
 

平成  年  月  日 
 

○○団体   殿 
 

（申請者） 
事業者の所在地： 
事業者の名称 ： 
代表者の氏名 ：           

 
貴団体の認定を得て木材・木製品の合法性・持続可能性の証明を行いたいの

で、合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとお

り関係書類を添えて申請します。 
 

記 
 

１ 創業年、従業員数 ： 
２ 取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱数量    ：（別添のと

おり） 
３ 事業所の敷地、建物及び施設（土場、倉庫等）の配置状況：（別添のと

おり） 
４ 分別管理及び書類管理の方針             ：（別添のと

おり） 
５ その他（注）                    ：（別添のと

おり） 
 
 
 
 
注：その他には、資格（ＩＳＯ、ＪＡＳ等）を持っていれば記入して下さい。 
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グリーン購入法への対応について提案 
――間伐材製品証明書の発行―― 

 
平成16年度のグリーン購入法特定調達品目として、「製材等」が指定されることに伴い、

製材等を調達する国等の機関に対し、当該製材等が間伐材等を原材料としていることを証

明しなければならない。 
そこで、全木連としては、次のとおり証明書発行の仕組みを整備すると共に、間伐材製

品の供給について提案する。 
 
なお、この証明書の発行に関する手続きについては、発注者側の意向を聞いたものでは

なく、あくまでも特定調達品の供給者側である木材業界が、グリーン購入法の趣旨に添っ

て考えた証明方法の提案である。従って、工事発注者等の了解を得て始めてこの方法が有

効になることを理解されたい。 
 

１． 製材等のグリーン購入法特定調達品目指定の概要 
建築工事の大項目「資材」の中に「製材等」という項目を立て、この中の品目として

「製材」、「集成材、合板、単板積層材」の 2つが明記されることになる。 
それぞれの判断基準は、製材が「間伐材、林地残材又は小径木」となっており、集成

材等は「①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の

体積比率が 10％以上あること。②居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散

が平均値で 0.3mg／l 以下かつ最大値 0.4mg／l 以下であること。」とされた。 
  

２． 間伐材製品の供給とその証明 
  都道府県木（協）連は、間伐材製品の入手の方法について建築工事の発注者に対し周

知するとともに、その証明は、次のいずれかの方法で行うことを機関紙、業界紙、HP
等で公表し、理解と協力を求める。 

（１） 製材・加工工場が証明書を発行し、納入業者を通じて発注者に提出する。 
（２） 間伐材製品を常時出荷することができる製材・加工工場、流通業者のリストを、県

木連等の団体の HP で公表しておき、工事発注者又は資材納入業者に周知しておく。

証明書は、求めに応じてこれらの製材・加工工場、流通業者又は県木連等の団体が発

行する。 
（３） 間伐材製品であることを証明するため全国森林組合連合会が運営している「間伐材

マーク」を添付した製材を、間伐材マーク使用認定工場又は一般の流通市場から購入

する。 
 
３． 都道府県木（協）連の指導 
  都道府県木（協）連は、証明書を発行する者に対し、以下のとおり指導すること。 
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（１） 上記（１）の場合 
製材･加工工場は、原材料となる間伐材等が、他の丸太と混材しないよう管理し、

これを原材料とした製材であることを製材・加工工場自らが証明する。 
この場合、当該間伐材等のトレイサビリティー確保のため、信頼の置ける素材生産

業者又は原木市場の発行した間伐丸太証明書を保管しておく必要がある。 
 
（２） 上記（２）の場合 
   各都道府県木（協）連において、既に地産地消運動の一環として県産材認証制度等

によって工場認証が実施され、そのリストが HPに掲載されている場合には、その中

で間伐材製品の供給も可能であることを各工場に自主申告させ、HP 上で公表するこ

とによって対応する。 
   この場合、証明書の発行は、製材･加工工場、流通業者又は県木連等の団体が行う

ことになるが、その手続きについてHP上に公表し、工事発注者の理解を求める。 
 
（３） 上記（３）の場合 
   「間伐材マーク使用規定」を運営しているのは全国森林組合連合会であり、間伐材

マークの使用に当たっては、都道府県森連を通じマーク使用の認定を受ける必要があ

る。発注者が、間伐材マークを添付した材を求めている場合は、早急に必要な手続き

を取るよう指導する。 
 

４． 留意事項 
  以上を実施する際次の点に留意されたい。 
（１）以上の証明書の発行に関する手続きについては、木材供給側が発注者側の意向を忖

度して提案するもので、発注者側の了解を得たものではない。従って、工事発注者へ

の周知と理解を得る方法については各自でご検討願いたい。 
（２）建築工事発注者にとっては、グリーン購入法に基づく特定調達品目の調達は義務で

はないので、間伐材製品がグリーン対象商品であることを知らない場合もある。そこ

で間伐材製品の利用拡大と併せて安定的供給体制について PRすることが必要である。 
（３）また、傘下組合員に対しも、グリーン購入法に基づく間伐材製品の販売には証明書

の発行が必要であることを十分周知するとともに、発注者の求めに応じて直ちに間伐

材製品が供給できる体制を整備するよう指導する。なお、証明書の発行にあたっては

別紙１の「間伐丸太証明書（案）」及び別紙２の「間伐材製品証明書（案）」を参考に

されたい。 
（４）間伐材製品を需要に応じて調達できない事態が発生した場合、あるいは証明書が発

給されない場合は、全木連又は都道府県木（協）連に連絡するよう関係省庁を通じて

出先機関、都道府県、その他に連絡する予定なので、対応方よろしくお願いする。 
（平成 16 年 4月） 
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別紙 1 

間 伐 丸 太 証 明 書  
平成  年  月  日 

 
下表の材は、間伐により生産された丸太であることを証明します。 

 
間伐を実施した場所  ○○郡△△村××地区  
 

椪 番 樹 種 径 級 長 級 本 数 材 積 

No100-001 ヒノキ 14以下 3m 20 本  0.8m3 
No100-002 〃 〃 4m 40 本 2.2m3 
No100-003 〃 16～20 3m 30 本  
 〃 22～28 6m 25 本  
 スギ 14以下    
      
                                  

出荷先  ○○原木市場     市日  平成 16 年 3 月 日    
 
購入業者  （株）G 山製材所   
 

 

証明者  A 森素材生産業             

代表者  代表  A 森 B 男  印  
              〒    住所            
            Tel         Fax         
            E-mail address               
 
 
注１：本書は、丸太が森林整備のために実施される間伐により生産された材であることを証明する

ものです。 
注２：本書は、間伐を実施した素材生産業者、森林組合等が発行し、当該材を購入した製材、加工

工場に手交するものです。 
注３：本書は、間伐箇所ごと、購入業者ごとに発行します。 
注４：本書を受取った製材、加工工場は、他の取引に必要な証拠書類と共に保管しておき、求めに

応じて提示しなければならない。 
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別紙２ 

間 伐 材 製 品 証 明 書  
平成  年  月  日 

 
下表の製材は、次の間伐材等を原材料とした製品であることを証明し

ます。 
 

間伐材等の購入先  ○○原木市場（株）  
 
材 種 樹 種 寸     法 規  格 本数又は材積 

柱  ヒノキ 10.5cm×10.5cm×4m JAS 1 級 20 本  
母屋角 スギ 9.0cm×9.0cm×3m － 40 本 
垂木 スギ 4.5cm×4.5cm×3m － 30 本 
     
     
                                  

建築工事名  C 公民館建設工事 工事発注者  D 県開発公社  
 
工事請負業者  E 建築株式会社 資材納入先  F 木材建材店  
 
納入場所   建設現場     納入年月日 平成 16 年 3 月 20 日 

 
 

証明者 （株）G 山製材所            

代表者 代表取締役 G 山 H 夫   印  
             〒    住所             
            Tel         Fax         
            E-mail address               
 
注１：本書は、グリーン購入法における特定調達品目である製材が間伐材等を原材料として製造さ

れたことを証明するためのものです。 
注２：本書は、間伐材を原材料として製材を生産した製材・加工工場等が発行するもので、公共事

業の建築の請負業者又は納材業者に手交するものです。 
注３：本書は、建築工事ごと、荷口ごとに発行します。 
 




